
令和６年第４回 清瀬市まちづくり委員会議事要旨 

【開催日時】 

日時：令和６年７月 23日（火）午後６時から７時 35分 

場所：清瀬市役所４階 研修室 

【出席委員】 

 望月委員長、渡邊副委員長、赤川委員、荒井委員、池田委員、大室委員、神山委 

員、國井委員、里見委員、柴田委員、城山委員、関根委員、豊田委員、中村委員、 

野村委員、古川委員、星野委員、牧井委員 

 事務局：地域振興部長、市民協働課長、協働係長、協働係主任 

 

【配布資料】 

 令和６年第３回 清瀬市まちづくり委員会次第 

 R6第３回議事要旨 

 

【議事】 

１ 開会 挨拶 望月委員長 

２ 事務局より 

  （１）配布資料の確認 

  （２）令和６年第３回議事要旨の確認 →修正なし 

   次第の変更 →協議事項（１）と（２）を逆にする 

３ 報告事項 渡邊副委員長 

  （１）清瀬市まちづくり基本条例に関する運用状況調査状況 

  →全課依頼中 回答期限 7/26 

  （２）新規市民提案 →なし 

４ 協議事項 

  （１）市民提案№１について 

グループ討議 

・１グループ 

 ２月に出された提案を７月に討議するとはスピードにかける。 

 椅子の設置については、志木街道などは道の幅が狭く難しい。 

設置した椅子の保守管理について検討する必要がでてくる。 

バス停の椅子なら西武バスに要望していく。散歩する場所に置いたり、高 

齢者の集まれる場所つくりをする。高齢者向けの「老人いこいの家」は市 

内に９箇所あるが、ネーミングが悪いと思うので再考を検討する。 

・２グループ 

 １グループと同様、スピード意識を持った討議をする必要がある。 



椅子にこだわらずに健康増進に合うアイテムを設置していくことでも良い 

のではないか。 

  ・３グループ 

   「椅子」からテーマを広げられる内容だと感じた。 

   椅子は小洒落たものが良いと思う。デザインが変っていたり綺麗であれば 

ゴミ等の放置問題もある程度抑制できると考える。 

   設置場所は市の顔となる清瀬駅周辺や都道も利用していく。デザインを独 

自のものにするとよりお金がかかると考えられる。 

 〈意見交換〉 

  ・週末、市内を歩いたところ、想像していたより椅子があった。本提案通りに 

椅子を設置した場合、メンテナンス等の問題もあると思う。椅子に限らず 

「高齢者が外出しやすい」から汲み取って関連する施設やサービスについ 

てなど大枠で議論し様々な視点から検討していくのが良いと思う。 

  ・医療従事者の視点で言えば、提案者は社会的な隔たりがあるのではないかと 

感じた。本市には「散策ガイド」があるが、これを知らない≒情報が取れて 

いないとも考えられる。認知度をモニタリングしてみたり、「椅子」が市内 

のどこにあって、どこにないのかなどを調べてみることも必要ではないか 

と思う。 

  ・各所に椅子を設置するということは難しく、実現可能性は低いのではない 

か。現実的にどうなのかを考慮する必要がある。やるとしても市が全てを担 

うのではなく、市民が作る良いチェアーを作ったらどうか。 

（２）清瀬市まちづくり基本条例に基づく市民提案募集について 

 〈委員長〉 

  今期は「Ａ４版カラー両面」を検討している。枚数は５００枚。 

  １グループ 

  配布するものはモノクロでも良いのではないか。母数が必要なので記入 

項目を減らすことが必要だと思う。現チラシ内の「９月以降に提出のあった 

～」の部分は市民提案の意欲を低下させる恐れがあるため削除する。 

５００枚のうち一部を掲示用にしてみるのはどうか。 

市のシンボルマークやキャラクターを使用して動画を作成してみるのはど 

うか。 

２グループ 

デザインを QRコード用と手描き用で二種類に分けるのはどうか。QRコード 

用の方は、100枚として内容をわかりやすくし、残りの 400枚は手描き用と 

したい。 

A３から A４に用紙を変更するにあたり、不要な情報を整理したところ、"ま 

ちづくりとは？"をはじめ、"基本条例"、"応募方法"、"配布場所"の４点を 



削除できると判断した。 

提案後の流れ"や"注意事項"については、母数を増やすとすれば、文言やル 

ールを変えるといった対応が必要ではないかと思った。 

３グループ 

A４用紙の表には、"タイトル"、"まちづくり委員会とは？"、"応募方法"を 

掲載する。 

"まちづくりとは？"、"基本条例"、"提案の流れ"については、削除してもよ 

いと思う。 

QRコードを大きくした方が良い。 

周知方法に問題があると思われるため、提案用紙については公共施設に行 

かないと手に入らないため、誰の目にもつく方法で周知していく必要があ 

る。市報に掲載したり、清瀬駅のペデストリアンデッキの掲示板にポスター 

等を貼る等が考えられる。提案を募集していることをゴミ収集車でテープ 

を流してもらう。 

・審議および採決した事項 

  市民提案 No.1について、提案者への返事は委員長名とし、速やかに行うこ 

ととする。 

決議 賛成：１８人 反対：０人 白票：０人 欠席：２人 

５ 次回開催 

   令和６年８月 27日（火）午後６時 

   清瀬市役所 研修室 

６ 閉会 


